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黒滝村新地方公会計財務書類作成支援業務委託事業

質問 1

仕様書－５業務内容－(９)固定資産台帳管理システム・財務書類作成支援シス
テム－③研修要件－職員研修

「本文にて職員の人事異動があった場合、その都度説明および教育」とある
が、あくまでも契約期間内の研修要件ということで間違いないか？

回答

契約期間内（契約締結の日から平成３０年３月３１日まで）の研修要件で間違
いありません。
なお、平成３０年度以降の研修要件について提案していただいても問題ありま
せん。

質問 2

様式５見積書訳書

「財務書類作成支援システム運用保守業務」、「本村職員による財務書類作成
時のサポート支援業務」、「その他に発生するランニングコスト等」にそれぞ
れ金額を記入するのか？
その場合、「財務書類作成支援システム運用保守業務」はシステムの保守料、
「本村職員による財務書類作成時のサポート支援業務」はコンサル料、「その
他に発生するランニングコスト等」はその他という位置づけでよいか？

回答

それぞれ金額を記入してください。
なお、各項目の内容は次のとおりです。
①「財務書類作成支援システム運用保守業務」
仕様書－５業務内容－（１０）システムの運用保守業務を行うにあたり発生す
る費用。
②「本村職員による財務書類作成時のサポート支援業務」
本村職員作成時に、不明な点等が発生した場合の問合せ対応費用、及び出張対
応に要する費用など。
③「その他に発生するランニングコスト等」
提案者が業務を行うにあたり発生する①、②に含まれない費用。
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